
④ 県外とどう付き合うか

１．５都道県への移動は慎重に（6/1～6/18）

２．6/1以降､５都道県から帰省及び転勤された
方は､2週間の自宅待機と連絡ダイヤルへの
連絡をお願い

３．５都道県からの来客の受入は控える
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